
 

材料費等の記載がない工事費内訳書に対する取扱いの厳格化について（お知らせ） 

 

 

令和７年 12月 12日、建設業法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 49号）の全面施行

により、入札時に提出する工事費内訳書への材料費等の記載が義務化されたところですが、令和

８年６月１日以降に指名・公告する工事から、記載がない場合は失格とします。 

 

 

１ 材料費等の記載がない工事費内訳書に対する取扱い 

  工事費内訳書の様式を改正し、材料費等の記入欄を追加します。また、材料費等の記載が無

い場合は原則として失格として取り扱います。 

 

（工事費内訳書への記載イメージ） 

 

工事費の内訳 

 

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単位 数量 金額（円） 技術提案の内容 

       

       

 

直接工事費のうち、材料費             ＊＊＊＊＊＊  円 

直接工事費のうち、労務費             ＊＊＊＊＊＊  円 

現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額(※) ＊＊＊＊＊＊  円 

現場管理費のうち、建退共制度の掛金        ＊＊＊＊＊＊  円 

工事原価のうち、安全衛生経費           ＊＊＊＊＊＊  円 

 

※ 建築工事の場合は「工事原価のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額」 

 

２ 適用日 

  令和８年６月１日以降に指名・公告する工事から 

 

３ その他 

記載方法等については、別紙「工事費内訳書への材料費等の記載について」を参考にしてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
記載がない場合 

失格 



 

工事費内訳書への材料費等の記載について 

 

１ 各項目について 

経費 内容 

材料費 

○工事の施工に直接使用される材料の調達費用を指します。具体的には、

木材、鉄筋、セメント、ガラスなど、工事の完成に直接的に投入される

材料の費用です。 

労務費 

○工事の施工に直接携わる労働者に対して支払われる、労働者本人が受け

取るべき賃金の原資となる費用です。 

 

○基本給相当額（基本給、出来高給）、各職種の通常の作業条件及び作業

内容の労働に対する手当（家族手当、通勤手当、地域手当、住宅手当、

現場手当、技能手当、精勤手当等）、実物給与（通勤用定期、食事の支

給）、臨時の給与（賞与、臨時の賃金、退職金）が含まれます。 

  

○また法定福利費（雇用保険、健康保険・介護保険、年金保険・基金）の

うち、被保険者負担分を含みます。それ以外の費用は含まれません。 

法定福利費 

(事業主負担分) 

○健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇

用保険料、労災保険料のうち、現場労働者の事業主負担分を指します。 

 

 

 

 

 

  

建退共制度の

掛金 
○建設業退職金共済制度の掛金を支払うために必要な経費です 

安全衛生経費 
○労働安全衛生法等に基づく労働災害防止対策に必要な経費です。 

※安全衛生経費は労務費等と一部重複することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

雇用保険 労災保険

健康保険料 介護保険料
厚生年金

保険料

子ども・子育て

拠出金
雇用保険料 労災保険料

事業主

負担分
法定福利費 法定福利費 法定福利費 法定福利費 法定福利費 法定福利費

本人

負担分
労務費 労務費 労務費 ― 労務費 ―

健康保険 厚生年金保険



 

２ 記載方法等について 

経費 記載方法等 

材料費 
○主要な材料費は必須とし、雑材料、建設機械の燃料費、仮設材の賃貸料

金は任意とします。 

労務費 

○積上げ可能な方式（歩掛、施工パッケージ型積算方式等）で積算した労

務費を計上してください。 

 

○建設機械の運転労務は任意とし、現場技術職員等の給与・手当や資材搬

入の運転労務は計上不要です。 

法定福利費 

(事業主負担分) 

○国土交通省ＨＰに掲載された「法定福利費を内訳明示した見積書の作成

手順」や「各団体が作成した標準見積書」等を参考にしてください。 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_t

k2_000080.html 

建退共制度の

掛金 

○建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合（※）

は、必要金額を記載してください。 

(※)・下請け予定事業者が建設業退職金共済制度の加入事業者である場合 

・入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であり、かつ、当該工事現

場に従事する労働者がいる場合 

 

○建退共制度の掛金納付の対象となる労働者がいない場合（建退共以外

の退職金制度（中退共、特退共等）の場合等）は、金額の欄に「－」

と記入してください（空欄の場合、失格になります）。 

安全衛生経費 

○次の３つの算出方法のいずれかにより計上してください。 

 ① 個別積み上げ計上 

  個別工事現場において必要となる安全衛生経費を個別に積み上げる。 

 ② 経費率計上 

  個別積み上げが困難な場合、自社の施工実績に基づくデータ等を用い

て工事金額又は労務費に対する割合を算出し、当該工事の工事金額又は

労務費に乗じて計上する。 

 ③ ①と②の合算 

 

○別表「安全衛生経費の考え方（土木工事の場合）」や、国土交通省ＨＰ

に掲載された「安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順」、「先

行工種の標準見積書」等も参考にしてください。 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneis

ei.html 

※ 工事箇所が複数ある場合は、合計の金額を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

各経費の見積りに当たっては、労務費に関する基準ポータルサイトに掲載された専門工事業

者向けの「様式例」や「書き方ガイド」等も参考にしてください。 

＜労務費の基準ポータルサイト＞ 

https://roumuhi.mlit.go.jp/labor-cost-standard/about/concept 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html
https://roumuhi.mlit.go.jp/labor-cost-standard/about/concept


 

別表「安全衛生経費の考え方」（土木工事の場合） 

（出典：労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 算出が困難な場合 

材料費、労務費、建退共制度の掛金、安全衛生経費については、市場単価方式や標準単価方 

式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限り、次のとおり記載してください。

（空欄の場合、失格になります）。 

（全額計上が困難） 

「算出不能」、「計上不可」等と記載 

（一部計上が困難） 

計上可能な分のみ記入し、「＊＊＊（一部計上）」円等と記入 

 

 

 

※「算出が困難な場合」とは、適用された積算方式において各経費を分離することが困難な

場合を想定しており、単に下請事業者が未定、積み上げ対象が多岐に渡る等の理由による

場合は含みません。 

※ 法定福利費はこの取扱いの対象外です 

（例）直接工事費のうち、材料費  ＊＊＊（一部計上） 円 

直接工事費のうち、労務費    算出不能    円 


